
１ 指宿市自殺対策行動計画とは
「誰も自殺に追い込まれることのない指宿市」の実現を目指し，地域全体で総合的かつ効

果的に自殺対策を推進していくため，策定したものです。

◆計画の位置づけ等

２ 本市の現状
本市の平成 25 年～令和４年における自殺者数は，年間８人前後で推移しており，合計で

78 人，平均で 7.8 人となっています。

同期間の人口 10 万人あたりの自殺者数（自殺死亡率）は，18.6 であり，鹿児島県全体

（19.0）より低く，国全体（17.5）より高くなっています。

※厚生労働省「自殺の統計：地域における自殺の基礎資料」を基に作成 
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第二次指宿市自殺対策行動計画

概要版（相談窓口一覧付き）

・ 自殺対策基本法第 13 条第２項に基づく「市町村自殺対策計画」です。

・ 国が定めた「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目

指して～」の趣旨を踏まえるとともに，「第二次指宿市総合振興計画」や「第二次指

宿市健康増進計画」等との整合性を図りつつ，策定しています。

・ 第二次計画より，関連の深い「健康づくり」と「自殺対策」を効果的に推進する観点

から，「第二次指宿市健康増進計画」と一対の計画書として取りまとめています。

・ 本計画の計画期間は，令和６年度から令和 12 年度までの７年間とします。



３ 計画の考え方

◆数値目標

自殺総合対策大綱においては，平成 27 年の人口 10 万人あたりの自殺者数（自殺死亡率）

を令和８年までに 30％以上減少させることを自殺対策の目標として定めています。国の方

針も踏まえ，本市では，数値目標を以下のとおり定めます。

※自殺者数の目標値は人口変動を加味して算出しています。

◆基本方針

◆本市が取り組む施策

平成 24～27 年
現状

令和元～４年

目標

令和８～11 年

自殺死亡率

22.2

自殺死亡率

19.3

自殺死亡率

15.5

平成 24～27 年比

約 30％減

【参考】自殺者数

39 人（9.8 人／年）

【参考】自殺者数

31 人（7.8 人／年）

【参考】自殺者数

22 人（5.5 人／年）

（１）自殺対策を生きることの包括的な支援として推進する

（２）関連施策との連携により，総合的な対策として展開する

（３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動を推進する

（４）実践的な取組と啓発的な取組を両輪として推進する

（５）それぞれの主体の役割を明確にし，連携・協働を推進する

（６）自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する

（１）基本施策

① 地域におけるネットワークの強化

② 自殺対策を支える人材の育成

③ 住民への啓発と周知

④ 生きることの促進要因への支援

⑤ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育

（２）重点施策

① 高齢者の自殺対策の推進

② 生活困窮者支援と自殺対策の連動性の向上

③ 勤務問題に関わる自殺対策の推進

（３）生きる支援の関連施策



４ 市民一人ひとりができること

まずは，声をかけることから始めてみませんか？

※厚生労働省「誰でもゲートキーパー手帳（第２版）」を基に作成

身近に悩みや生活に問題を抱えている人がいて，相談・支援等が必要と考えられる場合に

は，市役所や指宿保健センター，各専門相談機関等にご連絡・ご相談ください。

５ 相談窓口一覧

◆生活全般に関する相談

◆こころの健康・いのちに関する相談

◆仕事についての相談

指宿市役所 月～金 8：30～17：15 ０９９３－２２－２１１１

指宿保健センター 月～金 8：30～17：15 ０９９３－２２－２１１１

鹿児島県指宿保健所 月～金 8：30～17：15 ０９９３－２３－３８５４

鹿児島県自殺予防情報センター 月・木 9：00～16：00 ０９９－２２８－９５５８

鹿児島県精神保健福祉センター 月～金 8：30～17：00 ０９９－２１８－４７５５

いのちの電話 365 日 24 時間 ０９９－２５０－７０００

こころの電話 月～金 9：00～16：30
０９９－２２８－９５６６

０９９－２２８－９５６７

よりそいホットライン 365 日 24 時間 ０１２０－２７９－３３８

ハローワーク指宿 月～金 8：30～17：15 ０９９３－２２－４１３５

気づき
家族や仲間の変化に気づき

声をかけましょう

見守り
温かく寄り添いながら

じっくりと見守りましょう

つなぎ
早めに専門家のもとへ

行くよう伝えましょう

声かけ
一歩勇気を出して

声をかけてみましょう

傾聴
本人の気持ちを尊重し

話を否定せず聞きましょう



◆高齢者・介護についての相談

◆障がい者・児の生活全般の相談

◆夫婦・恋人との人間関係についての相談

◆子どもについての相談

◆お金・法律に関する相談

※相談日は，基本的に土・日・祝祭日・年末年始の休みを除きます。

編集・発行 〒８９１－０４９７ 鹿児島県指宿市十町２４２４番地

指宿市役所 健康福祉部 健康増進課

℡ ０９９３－２２－２１１１（代表）

※本概要版は作成時点の情報に基づいて作成されたものであり，今後，内容等が変更になる場合があります。

令和６年３月作成

指宿市地域包括支援センター 月～金 8：30～17：15 ０９９３－２２－２１１１

指宿市地域福祉課 月～金 8：30～17：15 ０９９３－２２－２１１１

指宿市社会福祉協議会 障害者相談支

援事業所
月～金 8：30～17：00 ０９９３－２２－１１２４

相談支援事業所 指宿ライフサポート 365 日 24 時間 ０９９３－２４－５０５５

相談支援事業所 ともいき 365 日 24 時間 ０９９３－３５－２１３５

相談支援事業所 ハイビスカス 月～金 8：30～17：00 ０９９３－２７－９１１０

婦人相談室（指宿市地域福祉課） 月～金 8：30～16：00 ０９９３－２３－１０６３

鹿児島県男女共同参画センター

相談室

水～日・祝日 9：00～17：00

火(閉館日翌日) 9：00～20：00

０９９－２２１－６６３０

０９９－２２１－６６３１

性犯罪被害相談電話 365 日 24 時間
０９９－２０６－７８６７

＃８１０３

指宿市家庭児童相談室 月～金 9：00～16：00 ０９９３－２３－１０６３

指宿市子どもこころの相談電話 月～金 8：30～17：00 ０９９３－２４－５６７８

鹿児島県中央児童相談所
月～金 8：30～17：00

(虐待等緊急通報は24時間)

０９９－２６４－３００３

全国共通ダイヤル１８９

かごしま子ども・若者総合相談センター

（ひきこもり地域支援センター）
火～日 10：00～17：00 ０９９－２５７－８２３０

指宿市消費生活センター 月～金 8：30～16：30 ０９９３－２２－２３３４

鹿児島県消費生活センター
月～金 9:00～17:00

土 10:00～16:00
０９９－２２４－０９９９

法テラス指宿法律事務所 月～金 9：00～17：00 ０５０－３３８３－００２７

法テラス・サポートダイヤル

（日本司法支援センター）

月～金 9：00～21：00

土 9:00～17:00
０５７０－０７８３７４

指宿市自殺対策行動計画


